
 
 

 

多様な人材還流促進事業業務プロポーザル実施要綱 

 

１ 目的 

  移住者として本町の定住人口となる UIJ ターンはもちろんのこと、定住に

は至らないものの、本町に関心を持ち、継続的に多様な形で関わる関係人口

を増加させる。それら関係人口が実際に町と関わって地域住民と交流を重ね

るうえで、地域課題の解決や地域の担い手としての役割を担うというような

新しい人の流れを形成する。それらの動きを通じ人口減少によって機能低下

した町を活性化する新しい人材として活躍できる環境を構築するもの。 

加えて、地域の重要な担い手として外国人材のニーズは今後ますます高まる

ことが予測されることから、地域での受入体制の整備など外国人が暮らしやす

い環境を整備するもの。 

 

２ 業務概要 

 （１）業 務 名 多様な人材還流促進事業業務 

（２）業務内容 別紙「多様な人材還流促進事業業務仕様書」（以下、「仕

様書」という。）のとおり。ただし、契約時における仕様書については選

定された候補者の企画提案内容に応じて変更することがある。 

（３）委託期間 契約締結日から令和７年３月２１日まで 

（４）業務委託料 １５，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む）以内 

       ※内閣府のデジタル田園都市国家構想交付金対象事業 

 

３ 参加資格等 

プロポーザルに参加できる者は、次の条件をすべて満たす者とする。 

（１）法人格を有するものであること。 

(２)地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４（一般競争入札

の参加者の資格）の規定に該当しない者であること。 

(３)会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申立て

がなされている者でないこと。 

(４)民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく民事再生手続き開始の申

立てがなされている者でないこと。 

(５)白鷹町発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。 

(６)白鷹町暴力団排除条例（平成24年３月23日条例第1号）第２条第１号の 

暴力団、同条第2号の暴力団員及び同条第３号の暴力団員等のいずれにも 

該当しないこと、また、いずれかの利益となる活動を行う者でないこと。  

 



４ 実施スケジュール（予定） 

 プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。 
項目 期日 備考 

実施要綱等の公表 令和６年 ４月２２日（月） ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載 

質問事項の受付 令和６年 ４月２４日（水）から 

令和６年 ５月 ８日（水）まで 

午後５時必着 

質問事項の回答 令和６年 ５月１０日（金）まで 電子メール等 

参加表明書等の提出 令和６年 ５月１３日（月）から 

令和６年 ５月１７日（金）まで 

 

午後５時必着 

企画提案書等の提出 令和６年 ５月１７日（金）まで 午後５時必着 

１次審査(書類審査)結果

通知 

令和６年 ５月２１日（火） 

２次審査（プレゼンテーシ

ョン審査） 

令和６年５月２７日（月）１３時～１７時 

詳細な時間は参加者確定次第通知 

審査結果通知 令和６年５月下旬 

契約締結 令和６年６月３日（予定） 

※上記スケジュールは変更となる場合がある。 

 

５ 参加申し込み 

（１）提出書類 

  ① 参加表明書（様式第１号） 

  ② 企画提案書 

  ③ 見積書 

  ④ その他参考資料（会社概要等説明に必要なもの） 

（２）提出部数 ９部（原本１部、写し８部）ホチキス綴じとする。 

（３）提出方法 持参又は郵送（当日到着分のみ有効） 

（４）提出期限 令和６年５月１７日（金）１７時 

（５）企画提案書の構成 

  ① 仕様書「４ 業務内容」の各項に対する提案（実施方法、回数、想定

される手法など具体的な数値等を盛り込むこと。） 

  ② 独自の効果的な提案（上記①同様、具体的な数値等を盛り込むこと。） 

  ③ 業務全体のスケジュール表（着手から完了までが分かるもの。） 

  ④ 業務に携わるスタッフ体制及びスタッフの実績 

  ⑤ 他地方公共団体等における同種又は類似業務の業務成績（直近５年間

の実績） 

  ⑥ 見積書（仕様書に掲げる業務の着手から完了までにかかる各項目の費



用（人件費と仕様書「４ 業務内容」にかかる経費、その他の経費は明

確に区分し、消費税及び地方消費税を含んだ金額を記載すること。）） 

 

６ 内容についての質疑受付・回答 

（１）質疑がある場合は、その旨を書面「質問書（様式第４号）」に記載のう

え、電子メールにて送付すること。なお、電子メール送信の際は件名に 

「多様な人材還流促進事業業務質問書（業者名）」 

と記載すること 

   ①受付期間：令和６年４月２４日（水）～５月８日（水） 

   ②提出場所：白鷹町役場企画政策課 企画調整係  

         E-mail：kikaku@so.town.shirataka.yamagata.jp 

 （２）質問に対する回答は以下のとおり。 

   ①回答日時：令和６年５月１０日（金）までに随時回答する。 

   ②回答方法：電子メール等にて回答する。 

 

７ 審査・選考方法 

（１）１次審査 

１次審査では、応募者が提出した企画提案書及び業務実績等を審査し、上

位３位までを２次審査対象者として選定する。 

１次審査の結果、選定された者には、その旨を電子メール及び書面により

通知する。選定されなかった者に対しても、その旨通知する。また、応募者

の得点は公表及び開示しない。なお、審査経過及び審査結果に関する質問、

異議申立ては一切受け付けないものとする。 

 

（２）２次審査 

２次審査では、１次審査で選定された提案者による提案書等についてプレ

ゼンテーション（１件２０分）及び審査委員によるヒアリング（１件１０分）

を実施し、最優秀提案者及び次点提案者をそれぞれ１者選定する。 

① ２次審査に参加できる人数は１提案者３名以内とし、２次審査の詳細

は２次審査対象者に対してのみ通知する。 

② 会場及びスクリーンは白鷹町が準備し、プロジェクター、パソコン等

の機器類は、提案者が準備する。 

③ 審査の結果は、電子メール及び書面にて通知するとともに、白鷹町ホ

ームページに掲載する。 

④ 応募者の得点は公表及び開示しない。また、審査経過及び審査結果に

関する質問、異議申立ては一切受け付けないものとする。 



（３）２次審査の評価基準 
審査の評価基準は以下のとおりとする。 

 評価項目 配点 

① 本町の現状分析と事業目的の理解 １５点 

② 仕様書と整合がとれた具体的な内容がある提案 １５点 

③ 提案の創意工夫・新規性 １５点 

④ 提案の実現性 １５点 

⑤ 事業運営の持続可能性 １５点 

⑥ 実施体制 １５点 

⑦ 業務実績 １０点 

 
８ 委託契約 
最優秀提案者と提案内容、契約手法等の詳細を協議のうえ受託事業者として

特定し、事業実施に係る委託契約を締結するものとする。 

企画提案書の内容によっては、契約時の仕様書に反映する。 

 
９ 提出書類の取扱い 
本業務に関する提出書類の取扱いは以下のとおりとする。 
（１）本業務に関する提出書類は一切返却しない。 

（２）提出書類は本プロポ―ザルに係る業務に使用する場合に限り複写する 

場合がある。 

（３）提出書類は他事業者に提供しない。 

（４）応募の際に要する経費などプロポーザルの参加に要する経費について 

は、参加者の負担とする。 

 
１０ その他 

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

１１ 問い合わせ及び提出先 

本事業の問合せ及び書類の提出先は以下のとおりとする。  

白鷹町 企画政策課 企画調整係 
〒992-0892 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲 833 
電話：0238-85-6123 FAX：0238-85-2128 
E-mail：kikaku@so.town.shirataka.yamagata.jp 

 

 



附 則 

この要綱は、令和６年４月１６日から施行する。 


